
平成 25事業年度財務諸表及び決算報告書に関する意見書

私ども監事は、国立大学法人法第 11条第 4項及び国立大学法人法第 35条におい

て準用する独立行政法人通則法第 38条第 2項に基づき、国立大学法人福井大学の平

成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 までの平成 25事業年度の業務について

監査を実施 し、協議のうえ、本意見書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1.監査の方法の概要

監事は、一般に認められた監査手続きに従い、役員会その他重要な会議に出席

するほか、役員 (監事を除く、以下同じ)等から事業の報告を聴取し、重要な決

裁書類等を閲覧し、本学における業務及び財産の状況を調査しました。また、会

計監査人から報告、説明を受け、財務諸表、事業報告書及び決算報告書につき検

討を加えました。  
｀

2.監査の結果

(1)会計監査人新 日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め

ます。

(2)財務諸表及び決算報告書は、国立大学法人福井大学の財務運営及び決算の状況

を正しく示しているものと認めます。

(3)役員の職務執行に関し、不正の行為又は法令もしくは規程に違反する重大な事

実は認められません。

平成 26年 6月 13日

国立大学法人福井大学

監 事  舟 木 幸 雄⑭
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国 立 大 学 法 人 福 井 大 学

学  長  員 弓 光 文 殿

独立監査人の監査報告書

新日本有限責任監査法人
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<準用通則法が要求する利益の処分
       琴樫、提畠菫芦翠聴叢巽多軋連雲店暉稼ち 5年当監査法人は、準用通則法第 39

4月 1日 から平成 26年 3月 31日      0期 事業年度の利益の処分に関する書類 (案 )

及び決算報告書について監査を行った。

利益の処分に関する書                  責任
学長の責任は、法令イ                  を作成すること及び予算の区分

に従って決算の状況を                  ある。

食昼零目嘗泰5宣伝棧メ腎堤留彎峡      ゼi:案し字伝習家たち依時亨毅至お垂参恭ビ
意見を表明することにある。

準用通則法が要求する
当監査法人の監査意

|オ1罐察縫悟甲                             のと
認める。

<事業
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に限る                 鷺            とした会計に関する
部分は、事業報告書に記載されている事項のう            記載部分である。

事
輩翌暮蔑兵想r豊緊嘉告書 (会計に関する部分に限る。)が国立大学法人福井大学の財政状

態及び運営状況を正しく示しているものと認める。

撃員暮暴誓蜜森忘ぎ斎声
法人又は業務執行社員との間には、公認

今
計士法の規定により記載

以   上




